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(目 的)

第 1条 この規定は、特定非営利活動法人がんサポー トコミュニティー定款第4章第 19

条に基づき、役員報酬について、基本事項を定める。

(報酬)

第 2条 役員報酬は、支給 しない。必要が生 じた場合は、理事長がこれを定めることができ

る。

(費用弁償)

第 3条 役員が職務のため出張した時は、費用弁償として別に定める「特定非営利活動法人

がんサポー トコミュニティー旅費規程」に則り、交通費として支給する。

(補則)

第4条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、理事長がこれを定める。

附則

この規程は、平成 29年  9月  1日 に遡及 して施行する。
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第 1章 総 則

(適用範囲)

第 1条

2

(男女均等待遇)

第 2条   職員の男女の性別を理由として差別的取扱いはしない。

(給与の種類)

第3条   職員の給与の種類は次のとおりとする。

① 基本給

② 通勤手当

③ 特別手当

④ 時間外勤務割増給与

⑤ 休日勤務割増給与

(基 本 給)

第 4条

職員就業規則 (以下 就業規則 という。)第 28条の規定により

特定非営利活動法人 がんサポー トコミュニティー (以下 法人 と

い う。)職員の給料については本規程の定めるところによる。

基本給は、本人の職務内容・技能・勤務成績 0年齢等を考慮して

各人別に決定する。

給与は毎月末 日に支給する。ただし支給日が金融機関の休 日に

あたるときは、その前日に繰上げて支給する。

(給与の締切日 及び 支払日)

第 5条   給与は月の 1日 から起算し、末日に締切って計算する。



(給与の臨時支払)

第 6条   前条 1項の規定にかかわらず、次の各号の 一 に該当する場合には

職員又は遺族の請求があれば給与支払日前であっても、既住の労働に

対する給与を支給する。

①職員が死亡し、解雇され、又は退職した場合

②前号のほか、やむを得ない事情があると理事長が認めた場合

(給与の計算方法)

第 7条   所定の勤務時間の全部又は一部について業務に従事しなかった場合

は、その時間に対する給与は支給しない。

2 中途採用された職員及び中途退職者の給与は日割計算による。

(給与の支払方法)

第 8条   給与は通貨で直接職員にその全額を支給する。 ただし、法令に別

段の定めがあるものはこれを控除して支給する。なお、職員の同意を

得た場合には、当該職員の指定する金融機関の当該職員の預金口座等

への振込みによることができる。

(通勤手当)

第 9条

(特別手当)

第 10条

通勤に要する交通費は、その者が公共交通機関を利用した合理的な通勤経

路のlヶ 月分の通勤定期代を支給する。

特に法人に貢献があると理事長が認める者には、特別手当を支給すること

ができる。

９
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第 2章 本 俸

(本俸の扱い)

第 11条

(初 任

第 12条

(昇 給)

第 13条

職員の給与は、月給制とする。

2 常勤職員の本俸月額は、別表 1 基本給表に定める額とする。

3 前項の適用者で特別の事情により本表によりがたい場合はその都

度理事長が定める。

給 )

職員の本俸の初任給は、原則として基本給の大学卒は 1級 6号俸

高校卒は 1級 3号俸を適用する。

但し、前職のあるものは能力、技能及び経験を勘案して理事長が決

定する。

昇給は現に受けている号を受けるに至ったときから 1年以上勤務

したものにつき、基本給表の同一等級のその 1号上位の号俸に昇給

させることができる。

2 昇給は、定期昇給 及び 特別昇給とする。

3 定期昇給は、原則 として毎年 1回 とし、これを4月 に行 う。

4 特別昇給は、勤務成績・技能・功績その他の事項を考課して行 う。

5 昇給は、法人の業務の消長により行わないことができる。

ｎ
Ｊ



(降 給)

第 14条 降給は、法人の業務が著しく悪化する等業務上やむを得ない場合に

行うことができる。

2 降給は、個人の勤務成績・能力が著しく悪化し、その任に堪えられ

なくなった場合、又は、懲戒処分を受けた者等につき、その度合いを

勘案して行うことができる。

4



第 3章 割 増 給 与

(割増給与の計算)

第 15条  時間外勤務に対する割増給与は、次の割増給与率に基づき次項の計算

方法により支給する。

lヶ月の時間外労働の時間数45時間以下の場合の割増給与率 25%

とする。

2 割増給与は、次の算式により計算し支給する。

①時間外労働が lヶ 月45時間以下の場合

t主
「

未‐玄
^a蜃4ヽ不口                                   _.__.. 、、._._.____.

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 TTT一 丁 一
― ×  1.25 ×  時 間 外 労 働 時 間 数

lヶ 月の平均所定労働時間数

②休日労働の割増給与

基本給
×  1.35  ×  休 日労働の時間数

×  0。25  ×  深夜労働の時間数

lヶ 月の平均所定労働時間数

③深夜労働の割増給与

基本給

lヶ 月の平均所定労働時間数

Ｆ
０



第 4章 給与の支払と控除

(欠勤等の扱い)

第 16条  欠勤・遅刻・早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は

時間分の給与を減額する。

(給与の支払と控除)

第 17条  賃金は職員に対し、通貨で直接その全額を支払う。

付 則

(施 行

第 1条

期 日)

この規則は 平成 26年 4月 1日 に遡求して施行する。

ハ
０



別表1基本給表
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法人名
特定非営利活動法人

がんサポー トコミュニテ
事 業 年 度 令和 2年 4月 1日 ～令和 3年 3月 31日

書式第 17号 (法第55条関係)

54条第 2項第 3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

(1)収益の源泉別の明細

入金の明細

収 益 源 泉 の 内 訳 金 額

正会員受取会費 130,000円

賛助会員受取会費 8,060,000円

受取寄付金 18,122,159円

受取協賛金 500,000円

受取受話金 186,000円

心理社会的支援活動事業収益 75,000円

技術的支援活動事業収益 252,500円

受取利息 440円

雑収入 3,231,998円

円

円

円

円

円

ハ
ロ 計 円

該当なし

入 先借

円

円

円

円

円

円計△
ロ

金    額

該当なし

その他

32条第 1 してし す。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1) 産 係 る び条件等

資産の貸付けに係る料金及び条件等

役務の提供に係 び条件等

料 金 条  件  等譲 渡 資 産 の 内 容

円該当なし

円

円

円

円

円

円

円

円

条  件  等貸 付 資 産 の 内 容 料 金

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

料 金

円

円

円

条  件  等

該当なし

役 務 の 提 供 の 内 容

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関す る事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

で の ロ との取引]ら

(1 収益の生ずる取引の上 5者

(2) 用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 を含む。)

取引金額

10,339,500円

5,100,000円 協賛金、賛助会費

寄付金

取 引 内 容 等氏名又は名称 住所又は所在地

協賛金、寄付金

寄付金

寄付金

賛助会費

1,600,000円

1,000,000円

1,500,000円

1,000,000円

―ルット、イベントちらし,
ロ

給与、特別手当

事務所賃借料

給与、特別手当

給与、特別手当

用

取引金額

1,399,100円

3,696,000円

住所又は所在地氏名又は名称 取 引 内 容 等

譲渡資産の内容等譲 渡 価 格取引先の氏名等 住所又は所在地

該当なし 円

譲 渡

年月日

法人との

関  係

円

円

円

円

円

円

円

円

円



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ の提供 (施設の利用等を含む

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供

年月日

対 価 の 額 役務提供の内容等

R2.4.1 ～

R3.3.31
50,Oa)円 医療相談担当

R2.4.1 ～

R3。 3.31
50,000円 サホ

°―トク
゛
トフ

°
運営

R2.4.1 ～

R3.3.31
45,000円 医療相談、説明会担当

R2.4。 1 ～
115,000円 フ

°
ログラム講師

R2.4。 1 ～

R3.3.31
73,500円 サホ

°―トグトフ
°
運営

R2.4.1 ～

R3.3.31
65,000円 サホ

°―トグルフ
°
運営

R2.4.1 ～

R3.3.31
16,000円 フ

°
ロク

゛
ラム参加費

R2.4.1 ～
16,000円 フ

°
ログラム参加費

R2.4.1～

R3.3.31
16,000円 フ

°
ログラム参加費

R2.4.1～
16,000円 フ

°
ロク

゛
ラム参加費

R3.3.3

R2.4。 1～

R3.3.31
16,000円 フ

°
ロク

゛
ラム参加費

R2.4。 1^V

R3.3.31
16,000円 フ

°
ロク
゛
ラム参加費

R2.4。 1～
16,000円 フ

°
ログラム参加費

1

R2.4.1^V
10,000円 フ

°
ロク
゛
ラム参加費

1

R2.4。 1～
14,000円 フ

°
ロク
゛
ラム参加費

R2.4。 1～
4,000円 フ

°
ロク

゛
ラム参加費

R2.4。 1～

R3.3.31
5,000円 フ

°
ロク

゛
ラム参加費

R2.4.1^ψ
4,000円 フ

°
ログラム参加費

R2.4.1 ～
3,000円 フ

°
ロク

゛
ラム参加費



4 寄附者に関する事:項|[④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。) 並びに

に関す [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

日

5

氏 名

該当なし

寄 附 金 額 受 領 年 月 日

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

23人 14,530,123円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が 200万 円以下の場合に限る。)[⑦200万円以下の海外への

送金又は金銭の持出し ″
=〉

けるそ その実施 日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

該当なし
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

実  施  日 使 途 金   額

該当なし
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定非営利活動法人 がんサポー トコミュニティー

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について るヽこと、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

0主 2)

各欄の人数等Iよ 第3表付表1「役員の状況』から転記してください。

③及び〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

ロ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

役員数

②÷③ (④÷③

① ② ③ ④ ⑤
区 分

③
令和 2年 4月 1日～

令和3年 3月 31日 10人 0人 0% 2人 20.0 %

⑥ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

上記を証する書類の名称とその内容等

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

定款第四条に「各正会員の表議決は平等なるもの

とする」と規定
いいえ

書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係 |)

認定基準等チェック表  (第 3表) 〔罰藁】

∝意1申D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員輌酬規程等提出書類)の提出時においても配敵及び添

付する必要があります。その場合、上記口の駒 必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Hこ記載した事項について、

添付を省略することができます。



第3表 (りCD

∝憲1卿D
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規櫂等提出:癬E)に記載した事項について、改

めて記載する1必要はありません。

エ 3

項 ∃ ④ ⑮ ◎ ①

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

:まい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえCD

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

:まい

いいえ

|まい はい

いいえいいえ いいえ

|まい

◎ ① 申請時

はυヽ

いいえ

1まい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

区分欄の「①～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を訥載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

lよ 「定款 (又は会貝ID第○条に『各正会員の表決権lよ

平等なものとする』と規定」のように記載しま‐
九

口の各欄

①,「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [はしЧ

に「○」した場合lョ菫堕査誕盟書生添

付L≦≦だ室工L
② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び隈簿書類の保存を青色申告法人に準

した場合笙墜二笙旦塞」塞2」蝠菫聾

墨:⊆!盪i塑!上ヱ:コi重1堕|』i団1主!∠:⊆:⊆三主

しゝ

じて行っている」0) l-tt!\t :こ 「01

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「③」から「①」)を示したものです。

)\a41ffi

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「④」から を示したものです。

二の各欄

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

|のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

1明 ら洲こしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認1定を受けることはできません。



法人名
特定非営利活動法人

がんサポー トコミュニティー
③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 10人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

2人 人 人 人 人 人 人

書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

第 3表付表 1

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

就任・退任
③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

○
平成 22年 7月

21日 就任

○

平成 13年 5月

24日 就任・令和 2

年 7月 21日

○
13 5

24日 就任

○

平成 13年 5月

24日 就任 。令和 3

1 31

○
平成 22年 7月

21日 就任

渥美隆之 理事

理事

理事

理事

理事

上野久男

田中義英

奥寿夫

中神百合子

木村周

奥原秀盛

遠藤公久

中川信幸

片山和宏

理事
○

平成 22年 7月

21日 就任

理事
○

○

○

○

平成 23年 5月

18日 就任

理事

理事

理事

平成 23年 5月

18日 就任

平成 23年 5月

18日 就任

2年 7月

22日 就任

清野吉雄

江田巧

松村行雄

監事

監事

監事

○

○

○

平成 22年 7月

21日 就任

平成 22年 7月

21日就任・令和 2

年 7月 21日 退任

平成 24年 5月

18日 就任

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

役 員 の 状 況



書式第9号 (法第44条。51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記載目D
。 「伝票又朧帳簿名」欄は、例えば「韓 」、「出金伝票」、「振替伝票」、!覇金出納幅」、「総勘定元帳」などのように記載します。

・ 「左の帳簿等の形態』欄は、「単瞭」、町レーズリーフ」、「装丁根簿」などのように配載します。

・ 「記帳の時期」欄は、:蘭時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:癬口|:=記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。

特定非営利活動法人がんサポー トコミュニティー

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態
調脹の時

期
保存期間

入 金・出 金・振 替 伝 票 伝 票 随 時 7年

手 元 現 金 残 高 管 理 帳

手書き金種表
エクセル金種表

会計ソフト(弥生会計)使用

装丁帳簿

随 時 7年

総 勘 定 元 帳 会計ソフト(弥生会計1巌:用

装丁帳簿

随 時 7年

7年

7年

仕 訳 日記 帳 会計ソフト(弥生会計)使用

装丁帳簿

随 時

給 与 台 帳 給与ソフト(弥生給与計算)肢:用 随 時



法人名 特定非営禾:l活動法人がんサポー トコミュニティー

4事 業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

有 ・ 有 。無

申詣皐寺◎ ①日
Ｈ ④ ⑮ ◎ ①

有

項

有 ・ 無

有 。無 有 ・ 無有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無

有 。無 有 ・ 無有 。無 有 。無有 ・ 無 有 。無

有 。無 有 ・ 無有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無有

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

ロ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① □話壺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

有① 有。無 有・無 有。無 有・無 有・無 有。無

与の有無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別σ坤溢:の供

′
‐
ヽ

有鯉リ 有。無 有・無 有・無 有・無 有。無 有。無

与の有無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別σ用1溢1の供与の有無
有① 有無 有・無 有・無 有。無 有・無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の 有① 有。無 有。無 有。無 有。無 有・無 有。無

有無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

∝重1中0
・ 『認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員莉□樹閣雲亭提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省l略することができます。



書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

エ ツ 5

法人名 特定非営禾:l活動法人 がんサポー トコミュニティー

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関す

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

チェッタ欄

/

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※回覧に関する1暇|:10メ薇興D等がある場創こ|よ その部則 (祖村田|:D等を添付してくださしヽ

同  意

〇 しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、制 l表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10刃ス上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:劃D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 割附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度α)そ鷺員蠣日りては職員κき与・α)支豫合に関
‐
ケる力田塁

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する:事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の百己偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄嚇者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の略 並びにその割附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した割附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

∝憲申D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人 がんサポートコミュニティー

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

□ 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過,し
チェック欄

ていること

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

G憲申0
・ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dの提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8:D

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第 1項に基づく書類 (役員囀日靭閣諄事提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 征 有 ・ 無 有 征 有 ・ 無 有 征
有 缶

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力¢〉利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有
`抽

E 有
`聾

有 ・ 無 有 」抽E 有 缶 有 毎
有 ・ ①



書式第15号 (法第44条・51条。58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 がんサポートコミュニティー

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定JP営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り

た場合において、その取消しの原因となつた事実があった日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

日 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 鮭2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

』
=,_些

囲目菫
=塾

L菫堕望:コ自菫塑EШEl璽厘駈望2」二重墜笙型L=」コ国囲隆量量豊全二重旦≧塁LLE」囲団聾型墨□LI壼塑堅11_菫び

1三」囲EI壺田』直』型:L塗』壁E21」L』立区E堕11」冒L坐」≧菫」」LZL』ELL±」L』」□LE処」21三」墨

`6」

LEI】憂El』]EE≦E≧Z蜃」」L塑コZ笙璽Lと1整LLL菫:主 )。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

1 役員のうち、次のし

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特顔厠定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非消利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から しない者の有無

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から
有 。

①
しない者の有無

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に敵 したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

イ

ロ

有 ・
①

有 。
①

5

ハ

有

ltL\ ( しヽ認定又は特伊厠、定を取り しの日から5年を経過しない法人2

ttv. (3 定款又は事業計画1書の内容が法令等に販 している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい

鮒
機

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記三二墨登亘壺望塑自超量量豊望」≧重土L菫墨菫LL菫重塑量き菫□壁董

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

ttv', ( しヽ″０ 国税に係|る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいり]Ъ力ヽ こ該当する消L人

暴力団 611 1fl1,Q
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 lれ (ヽぶ碗


